
　　日時：平成２３年１０月６日（木）

　　　　　午前１０時～、午前１１時～

　　会場：南庁舎大会議室

　１　開　　会

　２　総務部長あいさつ

　３　議　　題

　　（１）業務委託の総合評価方式導入

　　（２）建設工事の現状について

　　（３）総合評価方式の検証結果

　　（４）労働者提案の見直しについて

　　（５）平成２３年度下半期における見直しの概要

　４　質疑応答

　５　閉　　会

平成２３年度下半期における総合評価方式等の見直し

次　　　　　　　第
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１ 業務委託の総合評価方式導入

３ 総合評価方式の検証結果

平成２３年度下半期における

２ 建設工事の現状について

４ 労働者提案の見直しについて

総合評価方式等の見直し

５ 平成２３年度下半期における見直しの概要

１ 公契約基本方針とは・・・

２ 業務委託の総合評価方式導入

業務委託への総合評価方式の導入

３ 総合評価導入に係るスケジュール

１１ 公契約基本方針とは・・・公契約基本方針とは・・・

●基本方針●基本方針

１ 「公契約条例」によらない「新たな公契約」に向けた取り組み

２ 「賃金の上乗せ等」を実現するための企業の適正な利益確保

３ 「賃金の上乗せ、労働条件の向上及び雇用の創出等」への評価

４ 業務請負に対する「総合評価方式の導入」

５ 総合評価方式など本市独自制度のさらなる推進

企業が安心して受注し、そこで働く労働者の賃金や労働条件
の悪化を防ぐことを目的とし、さらなる新たな取り組みを加え、
適正な公契約の推進を図ります。

●基本理念●基本理念

品質の確保と労働条件向上に努めた総合評価方式の導入

◇平成２２年度実績 施設清掃はじめ７２件

２２ 業務委託の総合評価方式導入業務委託の総合評価方式導入

●基本方針●基本方針

●対象案件●対象案件

設計金額１千万円以上の人件費割合の高い業務委託

●平成２４年度総合評価実施予定案件（案）●平成２４年度総合評価実施予定案件（案）

◇施設清掃 ３件

◇樹木管理 １７件

◇警備 １件 合計２１件予定

今後、対象となる案件が発生すれば試行として実施予定

３３ 総合評価導入に係るスケジュール総合評価導入に係るスケジュール

●年度案件●年度案件

●来年度当初案件●来年度当初案件

３月３月

２月２月

１月１月

上旬：選定作業開始
中旬：２分割し予算執行伺書
下旬：審査会・公告

上～中旬：順次採点作業

下旬：審査結果通知

上旬：開札～システム入力
中旬：落札決定
下旬：契約書・協定書締結

１ 建設工事の現状について

４ 下半期における見直しの概要

３ 労働者提案の見直し

下半期総合評価方式等の見直し

２ 総合評価方式の検証結果
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（１）年度別平均落札率の推移（１）年度別平均落札率の推移

１１ 建設工事の現状建設工事の現状
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予定価格の事前公表予定価格の事前公表
一般競争入札の拡大一般競争入札の拡大

調査基準価格の見直し調査基準価格の見直し

経済不況に伴う競争激化経済不況に伴う競争激化

（２）市内本店業者の契約状況（２）市内本店業者の契約状況

１１ 建設工事の現状建設工事の現状

Ｈ17
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Ｈ22
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75.2% 76.9%
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市内業者優先施策市内業者優先施策

東庁舎・安永川トンネル東庁舎・安永川トンネル 大規模工事発注大規模工事発注
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１１ 建設工事の現状建設工事の現状
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１１ 建設工事の現状建設工事の現状
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失格基準引き上げ 優良業者参画

総合評価拡大

（３）落札率と工事成績（（３）落札率と工事成績（H22H22））

１１ 建設工事の現状建設工事の現状
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（３）落札率と工事成績（（３）落札率と工事成績（H23H23））

１１ 建設工事の現状建設工事の現状

失格基準に集中傾向失格基準に集中傾向
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（４）低入札対策結果（４）低入札対策結果

１１ 建設工事の現状建設工事の現状
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平成２２年１２月～施工体制確認型試行実施平成２２年１２月～施工体制確認型試行実施

土木系が主体土木系が主体 建築系が主体建築系が主体
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（１）評価項目別工事成績（施工計画等）（１）評価項目別工事成績（施工計画等）

２２ 総合評価の検証結果総合評価の検証結果

Ｈ２２Ｈ２２ 総合評価を除く全工事成績：７４．９点総合評価を除く全工事成績：７４．９点

Ｈ２２Ｈ２２ 総合評価全工事成績：７９．６点総合評価全工事成績：７９．６点

総合評価平均点総合評価平均点
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（１）評価項目別工事成績（企業実績）（１）評価項目別工事成績（企業実績）

２２ 総合評価の検証結果総合評価の検証結果

総合評価平均点総合評価平均点
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（１）評価項目別工事成績（技術者実績）（１）評価項目別工事成績（技術者実績）

２２ 総合評価の検証結果総合評価の検証結果

総合評価平均点総合評価平均点
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（１）評価項目別工事成績（社会貢献・地域貢献）（１）評価項目別工事成績（社会貢献・地域貢献）

２２ 総合評価の検証結果総合評価の検証結果

総合評価平均点総合評価平均点
③雇用の創出に関する提案と検証方法

①労働者への賃金の上乗せに関する提案と検証方法

②労働者に対する労働条件に関する提案と検証方法

ｃ 検証方法に対する評価・・・２点

ａ 内容に対する評価・・・３点
ｂ 効果に対する評価・・・５点

●現行の労働者提案●現行の労働者提案

３３ 労働者提案の見直し労働者提案の見直し

さらなる上乗せさらなる上乗せ →→ 価格競争価格競争 →企業負担増加→企業負担増加
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③雇用の創出に関する提案と検証方法

①労働者への賃金の支払いに関する提案と検証方法

②労働者に対する労働条件に関する提案と検証方法

ｃ 検証方法に対する評価・・・３点

ａ 内容に対する評価・・・３点
ｂ 効果に対する評価・・・４点

●見直し後の労働者提案（案）●見直し後の労働者提案（案）

３３ 労働者提案の見直し労働者提案の見直し

賃金支払い水準の適正化賃金支払い水準の適正化 →→ 企業負担軽減企業負担軽減
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（１）予定価格の事後公表（１）予定価格の事後公表

４４ 下半期における見直しの概要下半期における見直しの概要

全案件を全案件を対象対象に予定価格事後公表に予定価格事後公表

くじによる落札の割合：２３．６％くじによる落札の割合：２３．６％

調査基準価格 失格基準 調査基準価格 失格基準

直接工事費 95 90 95 90

共通仮設費 90 85 90 85

現場管理費 70 70 80 80

一般管理費 30 30 30 30

旧基準 新基準（公契連モデル）

（２）調査基準価格の見直し（２）調査基準価格の見直し

４４ 下半期における見直しの概要下半期における見直しの概要

◇評価対象期間：過去５年間を基本

総合評価方式導入後５年経過総合評価方式導入後５年経過

４４ 下半期における見直しの概要下半期における見直しの概要

（３）評価基準の見直し（３）評価基準の見直し

●現行の評価基準（企業の技術力）●現行の評価基準（企業の技術力）

●企業実績の偏り
●特定に技術者のみ加点対象

●現行の評価基準（企業の技術力）●現行の評価基準（企業の技術力）

◇評価対象期間：過去１０年間を基本（市内本店）

◇総合評価間の配置予定技術者の数を限度に申請

４４ 下半期における見直しの概要下半期における見直しの概要

（４）配置予定技術者の重複申請（４）配置予定技術者の重複申請

●重複申請基準の見直し●重複申請基準の見直し

総合評価方式総合評価方式 設計金額２千万円以上に拡大設計金額２千万円以上に拡大

●建設業法上、専任義務を要しない工事の発生

◇専任を必要としない工事は例外の取り扱い

●現行の重複申請基準●現行の重複申請基準

（ただし、専任を求めるものではない）

●平成２４年１月より受付開始

４４ 下半期における見直しの概要下半期における見直しの概要

（５）入札参加資格申請の見直し（５）入札参加資格申請の見直し

●平成２４・２５年度入札参加資格申請●平成２４・２５年度入札参加資格申請

●入札参加資格申請の見直し点●入札参加資格申請の見直し点

●健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

未加入者に対する入札参加資格停止

→入札における公平性の確保→入札における公平性の確保



評価指標 評価基準 採点 採点結果 配点 満点

内容が特に優れている 3

内容が優れている 2

内容がやや優れている 1

優位性が認められない 0

内容が特に優れている 3

内容が優れている 2

内容がやや優れている 1

優位性が認められない 0

内容が特に優れている 3

内容が優れている 2

内容がやや優れている 1

優位性が認められない 0 （合計×1/３）

内容が適切で、賃金水準が極めて優
れている

2

内容が適切で、賃金水準が特に優れ
ている

1.5

内容が適切で、賃金水準が優れてい
る

1

内容が適切で、賃金水準がやや優れ
ている

0.5

優位性が認められない 0

検証方法が特に優れている 3

検証方法が優れている 2

検証方法がやや優れている 1

優位性が認められない 0

検証方法が特に優れている 3

検証方法が優れている 2

検証方法がやや優れている 1

優位性が認められない 0

検証方法が特に優れている 3

検証方法が優れている 2

検証方法がやや優れている 1

優位性が認められない 0 （合計×1/3）

〔メモ〕

１０点

1
効果が最上位の者を１点とし、相対
的に点数を算出する

効果が最上位の者を１点とし、相対
的に点数を算出する

点

３点

ｂ-1 労働者への法令を上回る賃
金等の支払いに関する提案及び
その検証方法（具体的な効果が
認められるか）

労働者への賃金水準に対する
評価
（ただし、a‐1項目が0点の
場合はｂ‐1項目も0点とす
る。）

提案内容とその検証方法の記
載があり、その内容が適切
で、かつ

・実現性
・具体性・論理性
・設計労務単価等の適正性
・賃金上乗せ

ｃ-1 労働者への法令を上回る賃
金等の支払いに関する提案及び
その検証方法（検証方法は適切
であるか）

ｂ-3 雇用の創出に関する提案及
びその検証方法（具体的な効果
が認められるか）

a-2 労働者に対する法令を上回
る労働条件に関する提案及びそ
の検証方法（提案の内容は適切
で、かつ実現性が認められる
か）

労働条件に対する効果比較
（ただし、ａ-2項目を踏まえ
た上での相対評価。a-2項目
が0点の場合はｂ-2項目も0
点とする。）

雇用創出に対する効果比較
（ただし、ａ-3項目を踏まえ
た上での相対評価。a-3項目
が0点の場合はｂ-3項目も0
点とする。）

ｃ-3 雇用の創出に関する提案及
びその検証方法（検証方法は適
切であるか）

点

３点

検証方法が適切で、かつ
・確実性
・容易性
・提出のタイミング
・特段の工夫
（ただし、a-1項目が０点の
場合はc-1項目も０点とす
る）

検証方法が適切で、かつ
・確実性
・容易性
・提出のタイミング
・特段の工夫
（ただし、a-2項目が０点の
場合はc-2項目も０点とす
る）

労
働
者
へ
の
賃
金
の
支
払
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・
労
働
条
件
の
向
上
・
雇
用
の
創
出
及
び
そ
の
検
証
方
法

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

検証方法が適切で、かつ
・確実性
・容易性
・提出のタイミング
・特段の工夫
（ただし、a-3項目が０点の
場合はc-3項目も０点とす
る）

a-1 労働者への法令を上回る賃
金等の支払いに関する提案及び
その検証方法（提案の内容は適
切で、かつ実現性が認められる
か）

下記の３項目に関する
提案及びその検証方法
について評価する

① 労働者への法令を上
回る賃金等の支払いに
関する提案及びその検
証方法

② 労働者に対する法令
を上回る労働条件に関
する提案及びその検証
方法

③ 雇用の創出に関する
提案及びその検証方法

提案内容とその検証方法の記
載があり、その内容が適切
で、かつ

・上乗せ雇用
・実現性
・具体性・論理性
・賃金等水準

ｂ
効
果
に
対
す
る
評
価

a
内
容
に
対
す
る
評
価

ｂ-2 労働者に対する法令を上回
る労働条件に関する提案及びそ
の検証方法（具体的な効果が認
められるか）

1

「労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等に関する提案」に対する評価基準

点

10点

提案内容とその検証方法の記
載があり、その内容が適切
で、かつ

・通常条件を上回る
・実現性
・具体性・論理性
・複数提案

a-3 雇用の創出に関する提案及
びその検証方法（提案の内容は
適切で、かつ実現性が認められ
るか）

評価項目

ｃ-2 労働者に対する法令を上回
る労働条件に関する提案及びそ
の検証方法（検証方法は適切で
あるか）

c
 

検
証
方
法
に
対
す
る
評
価

内部判断基準

標準型・簡易型総合評価方式

点

4点
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